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第１章 第二次事前評価調査からの主な変更点  

 

１－１ 上位目標の変更 

第二次事前評価調査  実施協議  

1. 対象地域において農家の所得が増加

する  

2. 改良された稲作及び灌漑維持管理が

東ティモール国内の他の地域に適用

される  

改良された稲作及び灌漑維持管理方法が

東ティモール国内の他の灌漑地区 2 カ所

以上に適用される  

(1) 第二次事前評価調査の案では、米の生産性向上が農家の所得向上に資すると理

論付けていた。しかしながら、米以外の収入が対象地域の農家所得を大きく左右

しており、米の生産性向上がプロジェクト終了後 3～5 年程度での達成は困難であ

ると判断されたため、実施協議の際には上位目標から外すこととした。  

一方で、米の市場価格の安定とマーケットアクセスの確保がなされれば、中長

期的には米の生産性向上は農家所得の向上に間接的に資すると考えられるため、

上位目標からは外したものの超上位目標として R/D 上に残した。これは、東ティ

モール側 C/P のインセンティブを高めるためにも有効であると思われる。  

  (2) 第二次事前評価調査の案では、「他の地域」の指すものが不明確であるため、評

価可能な明確な目標とするために、実施協議の際には「2 カ所以上」と変更した。  

 

１－２ 成果の変更 

第二次事前評価調査  実施協議  

1. 対象地域において灌漑施設を効率的

に利用した稲作が改良される  

2. 水利組織によって対象地域の灌漑施

設が適切に維持管理される  

1. 対象地域において灌漑施設を効率的に

利用した稲作営農体系が確立される  

2. 水利組織によって対象地域の灌漑施設

の維持管理体制が確立する  

(1) 第二次事前評価調査では「稲作が改良される」としており、評価可能な明確な

成果となっていなかったため、実施協議の際には「稲作営農体系が確立される」

と変更した。  

(2) 第二次事前評価調査では、「適切に維持管理される」としており、成果というよ

りは単に状態を表現していたため、実施協議の際には「維持管理体制が確立する」

と変更した。  

 

 

 
 
 



 
 

実施協議調査  
付 属 資 料  

 

 

 

1．R/D 

2．事業事前評価表  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－5 



























事業事前評価表  

１．案件名 

東ティモール国マナツト県灌漑稲作プロジェクト  

２．協力概要 

  (1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述  

東ティモール国マナツト県ラクロ灌漑地区において、水利組合の強化を行い、   

灌漑施設の適切な維持管理及び効率的な水利用や種子、肥料、農業機械、畜力  

等を適切に利用した稲作営農技術の改善を行うことにより当該地域の米の生産   

性向上を図る。  

  (2) 協力期間：2005 年 5 月～2008 年 5 月（3 年間）  

  (3) 協力総額（日本側）：約 3 億円  

  (4) 協力相手先機関：農林水産省（本省及びマナツト県農業事務所）  

  (5) 国内協力機関：農林水産省  

(6) 裨益対象者及び規模、等  

     直接的裨益対象者は、ラクロ灌漑地区（660ha）の水利組合農家 303 戸、間接的

裨益対象者は、マナツト県全体の 35,446 人、8,136 戸となる。   

３．協力の必要性・位置づけ 

  (1) 現状及び問題点  

2002 年 5 月に独立した東ティモール国は、未だ主たる産業がなく、全就業人

口の 86％が農林水産業に従事し、その生計を農業、特に主要産物の水稲に依存

している。しかし、1999 年の政局混乱に伴う農業人口の流出（約 25 万人）、一

部灌漑施設の破壊、公共及び民間サービスの停止等が原因で農業生産性が低下

している。その結果、同国の主要食用作物のうち、キャッサバ、メイズは国産

でほぼ賄っているが、米は国内需要を満たしておらず、需要の半分以上を輸入

に依存せざるをえなくなっている。  

     その主たる原因は、農業インフラの未整備にある。現在、水田の単位面積あ

たりの米生産量が全国平均で約 1.5t/ha（籾ベース）と東南アジア諸国に比べ低

く、同国の主要穀物の食糧自給率改善を目的とした米の生産量拡大のためには、

荒廃した水田を修復し、その生産性向上を図ることが最優先課題となっている。 

水稲栽培の大きなポテンシャルを有し、今回対象とするマナツト県では、底

平地の灌漑水稲栽培が広く行われ、ボボナロ県やビケケ県と並ぶ東ティモール

有数の米作地となっている。ラクロ灌漑施設はポルトガル時代の 1960 年代に建

設され、インドネシア政府によって修復されたが、1996 年の洪水による被害を

受けた後は殆ど使用できない状況となっていた。  

     独立後、同国への米生産性改善に係る支援として、我が国政府は緊急無償資    
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金協力を実施し、マナツト県ラクロ灌漑施設（660ha）の修復（2003 年 12 月完  

成）を行った。この際、緊急無償資金協力の実施を担当した UNOPS（国連プロジ

ェクト・サービス機関）は、灌漑維持管理のために農民による水利組合を設立した

が、組合の能力強化等の支援を行わないまま施設の維持管理を農民に移管したた

め、未だ十分に機能していない。また、これらと同時に「東ティモール国農林水産

業開発計画調査（開発調査）」により中期総合農業開発計画を策定（2001 年 3 月～

2002 年 7 月）し、ラクロ灌漑地区において実証プロジェクト（2002 年 11 月～2003

年 8 月）を実施し、農民に対し灌漑稲作の提案を行った。同開発計画の中では、米

増産の阻害要因を分析し、灌漑施設を有効に活用した営農の実施が緊急の課題であ

ると報告された。この分析を踏まえた上記実証プロジェクトでは、同開発計画が目

標とした米生産量 2.5t/ha の達成可能性が示された。  

本プロジェクトでは、これまでの活動実績の強化・展開のため、主にラクロ灌漑

地区 660ha において、生産性向上を目指した灌漑稲作技術の改善に係る協力を行う

ものである。なお、対象地域として同地区を選定した理由は、東ティモール有数の

米作地であることに加え、米の最大消費地である首都のディリへのアクセスが良く

他地域にプロジェクトの成果が伝わりやすいこと、インドネシア時代の国の研究施

設（圃場）が残されていること等による。  

  (2) 相手国政府国家政策上の位置づけ  

東ティモール国においては、2002 年 5 月の独立に伴って、「国家開発計画」の策

定がなされ、農林水産業分野に関しては、農林水産省により 2004 年 9 月に「政策・

戦略フレームワーク」及び 2004 年 11 月に「セクター投資プログラム」が詳細な実

施計画として策定された。  

     本案件は、セクター投資プログラムの中で、「灌漑地域における穀物生産性向上

計画」として農業家畜セクターにおける新規プログラムのうち最も優先度の高い個

別プログラムのひとつである。  

   (3) 我が国援助政策との関連、 JICA 国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムに  

     おける位置づけ）  

JICA 国別事業実施計画において、農業・農村開発は、対東ティモール援助にお

ける 4 つの重点分野の一つとされている。その中に、(1)食糧安全保障と作物生産

の改良、(2)食物へのアクセスの改善と生計向上、(3)農林水産省能力強化の 3 プロ

グラムがある。本案件は、(1) のプログラムのひとつとして位置づけられる。  

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕  

(1) 協力の目標（アウトカム）  

①  協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値  

＜プロジェクト目標＞  

対象地域において米の生産性が向上する。  
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＜指標・目標値＞  

年間の米の生産量が 1.5 トン /ha から○○トン／ha に増加する。  

②  協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値  

＜上位目標＞  

改良された稲作及び灌漑維持管理方法が東ティモール国内の他の灌漑地区    

2 カ所以上に適用される。  

＜指標・目標値＞  

他の灌漑地区における灌漑稲作営農体系の採用農家数  

(2) 成果（アウトプット）と活動  

①  アウトプット、そのための活動、指標・目標値  

＜アウトプット＞  

1. 対象地域において灌漑施設を効率的に利用した灌漑稲作営農体系が確立され  

る。  

    ＜活動＞  

      1-1 対象地域において灌漑施設を効率的に利用した営農計画の作成を行う。  

1-2 対象地域において営農計画を活用した適正品種の選定及び稲作技術の実    

証・展示を行う。  

  1-3 対象地域において営農計画を活用した、農業機械及び畜力の活用方法に   

ついての実証・展示を行う。  

    ＜指標・目標値＞  

1-1 灌漑稲作営農体系の採用農家数  

②  アウトプット、そのための活動、指標・目標値  

＜アウトプット＞  

2. 水利組合によって対象地域の灌漑施設の維持管理体制が確立する。  

   ＜活動＞  

    2-1 対象地域の水利組合を強化及び灌漑施設の維持管理能力の向上のため、関係

者と共に水管理計画を作成し、維持管理のモニタリングを行う。  

    2-2 プロジェクトの自立発展性を確保するため、対象地域において、農林水産省

職員（本省、県農業事務所）、水利組合、農民のリーダー、NGO に対して、

灌漑施設の維持管理、水利組合の運営手法等についての研修を行う。  

    ＜指標・目標値＞  

2-1 農民の水配分に関する満足度  

2-2 水利組合による灌漑施設の土砂除去回数  

 

 [※ アウトプットと主要な活動につき、指標・目標値とともに順次記載する。] 

(1) 投入（インプット）  

①  日本側（総額約 3 億円）  

1. 長期専門家の派遣、  

(1) チーフアドバイザー /灌漑  
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(2) 稲作  

(3) 業務調整 /農民組織化  

     2. 短期専門家の派遣  

     3. 機材供与  

     4. カウンターパート研修  

     5. 必要に応じた調査団の派遣  

     6. 事業運営経費の負担  

②  東ティモール国側     

1. カウンターパート及び総務スタッフの配置  

(1) プロジェクトダイレクター：農業・家畜局長  

(2) プロジェクトマネージャー：灌漑・水管理部長  

(3) カウンターパート ＜中央レベル＞及び＜地方レベル＞  

(4) 総務スタッフ  

(5) 日本人専門家の秘書、ドライバー及び他の必要なサポートスタッフ  

2. 土地、建物及び他の必要な施設の提供  

3. 事業運営経費の負担  

(1) 外部要因（満たされるべき外部条件）  

         ① 前提条件  

1) 農民が本プロジェクトの実施に同意すること。  

2) 対象地域の治安が確保されること。  

② プロジェクト目標達成のための外部条件  

1) 日本側と東ティモール側の投入が時期に合って適切であること。  

2) 気候に大きな変動がないこと。  

③ 上位目標達成のための外部条件  

1) 米生産量増加の政策が維持されること。  

５．評価 5 項目による評価結果 

  (1) 妥当性  

本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。  

1) 本案件の上位目標である「改良された稲作及び灌漑維持管理方法が東ティモー

ル国内の他の灌漑地区 2 箇所以上に適用されること」は、「国家開発計画」の「貧

困削減」及び「食糧の安全保障、食糧自給率の向上」及び「政策・戦略フレーム

ワーク」における灌漑作物の増産という課題の短期目標である「営農システムの

改善」及び「効率的な水利用の改良」と一致している。  

2) 本案件の上位目標は、3．(2)にあるように我が国の東ティモールに対する農業・

農村開発の重点目標に合致している。  

3) これまで実施された開発調査等により、米の生産性向上を図るためには、灌   

漑施設の維持管理を十分に行い、水利組合を有効活用することが重要とされてお

り、本プロジェクトにより灌漑稲作営農システムを確立し、水利組合により灌漑

施設が十分に維持管理されることは米生産性向上に資するものである。  



Ⅲ－23 

4) 日本には、水利組合を中心とした稲作農業の経験の蓄積があり、本案件におい  

てもその経験を参考にすることができる。  

(2) 有効性  

   本案件は、以下の理由から高い有効性が認められる。  

  1) 本案件の 2 つの成果 1)対象地域において灌漑施設を効率的に利用した灌漑稲作

営農体系が確立される 2)水利組合によって対象地域の灌漑施設の維持管理体制が  

確立することにより、対象地域において米生産性が向上するというプロジェクト

目標の達成が期待できる。  

2) 東ティモール側は本案件の重要性を十分理解しており、プロジェクト開始後、

日本側と東ティモール側の双方より時期に合った投入が行われる可能性が高いた

め、本案件の有効性は高いと言える。  

(3) 効率性  

     本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。  

    1) 本案件は、ラクロ灌漑施設に対する日本による緊急無償資金協力による施設整  

備及び開発調査における灌漑水稲栽培の実証調査の 2 つの事業を受けて実施され  

るものであり、今までの投入と成果を引き続き利用することができることから、

効率的である。  

2) 他の援助機関（ACIAR、GTZ や UNOPS 事業）において実証されつつある水稲  

種子の選定結果を、本案件に適用することができる。  

(4) インパクト  

     本件の実施によるインパクトは、下記のように予測される。  

1) 米の生産性向上により、米の販売量の増加、端境期における生産増、余剰労働

力の増加が生じ、他の生産活動に充てることが期待できるので、所得の向上が見

込まれる可能性が高い。また、これらの成果の近隣農家や流通経路への波及効果

が期待できる。  

2) 灌漑施設の維持管理及び営農改善にかかる研修教材や選定された種子が、プロ

ジェクト成果が農林水産省職員により他地域に普及されることにより、近隣地域

に分配されることが予想されることから地域以外の農家への波及効果が期待でき

る。  

3) 農林水産省本省の職員の水利組合管理等の行政指導能力が向上し、本省を通じ  

て他地域への展開が期待できる。  

4) 水利組合および農民グループへの共同作業の訓練が、地域共同体の育成につな  

がることが期待できる。  

(5) 自立発展性  

   本案件の自立発展性は、下記のとおり期待される。  

1) 低地灌漑地域の主要作物である稲の生産性向上は、東ティモール政府の農業政

策上の最重要課題である食糧安全保障のひとつの課題となっており、農林水産省
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は引き続き灌漑施設の維持管理手法の確立および水利組合の強化に努めると考え

られる。  

2) 中央政府、農林水産省県農業事務所関係者、水利組合や農民リーダーのプロジ

ェクトへの参画を促すことにより関係者のオーナーシップを醸成し、本案件終了

後も、東ティモール国側のみでの活動が期待できる。  

3) 中央政府の予算が期待できない中で、水利組合の会計の透明化により農民の水  

利組合への参加意識が高まり水利費を徴収できるようになり、自立的な活動を期  

待できる。  

4) 現地に適応した営農技術を開発することにより農林水産省及び農民による自立  

発展的な展開が期待できる。  

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

  (1) 貧困：国家開発計画の全体のゴールとして「全てのセクター、地域において貧困

を削減すること」が大きな課題として掲げられており、本案件もそのプログラム

にそった個別プロジェクトのひとつである。  

(2) ジェンダー：対象地域では伝統的に女性の地位が高く、家計を女性が握っている。

本案件の実施に当たっても、農業経営における女性の積極的な関与が期待でき

る。営農改善に伴う余剰労働力の創出は、女性の経済的、社会的地位の向上につ

ながると考えられる。  

(3) 環境：本案件では、限られた水資源を有効に使おうとする技術移転や適正な肥料

管理による土地生産性の向上を目指しており、地域の環境保全に資するものであ

る。  

７．過去の類似案件からの教訓の活用  

「東ティモール国農林水産業開発調査（2001 年 3 月～2003 年 8 月）」では、プロジェ

クトを実施する際には、プロジェクトの持続発展性を確保するために農民の当事者意識

を高めることが必要であり、農民組織化のためにはコミュニティ内にリーダーを見出す

か新たに育成することが重要であるとしている。本件においても、篤農家や農民のリー

ダーとなるべき人材の育成を主眼において実施する予定である。  

８．今後の評価計画  

(1) 終了時評価 プロジェクト終了の半年前   

(2) 事後評価  プロジェクト終了から 3 年以内を目処  
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